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第１章 第 3次美浜創生総合戦略に 

ついて 

１．策定の趣旨 

美浜町の人口については、昭和 60年（1985 年）の 9,042 人をピークに減少傾向の

中で推移し、令和 2 年（2020 年）には 6,867 人にまで減少、この３5 年間で 2,175

人（24.1％）が減少していることになります（国勢調査）。 

こうした人口減少は、御坊市等の近隣都市や大阪府といった都市部への若者人口の流出

や長期的な少子化傾向、さらには、人口構造の高齢化に伴う死亡者数の増加等が主な原因

となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計（2023 年度）では、本町の趨勢人口は、今後も

減少傾向で推移し、令和１２年（2030 年）に約 6,０00 人、さらに令和３２年（2050

年）には約 4,000 人にまで減少することが見込まれます。 

少子高齢化を背景とする人口構造の変化やさらなる人口減少は、本町における経済活動

やコミュニティ活動等の活力を衰退させ、ひいては本町における安定した生活・暮らしそ

のものの存立を脅かす事態となることが危惧されるものです。 

このような状況認識のもと、本町における人口減少対策を総合的かつ効果的に推進して

いくため、「第３次美浜創生総合戦略」（以下、「総合戦略」）を策定するものとします。 

２．計画の期間 

本計画の計画期間は、令和８年度（2026 年度）から令和１２年度（2030 年度）まで

の５年間とします。 

 

 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 ～ R42 

             

第６次美浜町 

長期総合計画 

基本構想   

前期基本計画 後期基本計画   

             

まち・ひと・しごと 

地方創生関係 

人口ビジョン 

            

第 2 次美浜創生総合戦略 第３次美浜創生総合戦略   
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３．総合戦略の位置づけ 

総合戦略は、「美浜町人口ビジョン」で示した目標人口（戦略人口）を達成するために必

要な５つの政策（基本戦略）ごとの基本目標を示すものです。 

各政策分野を構成する施策については、効果を客観的に検証するためのＫＰＩ（重要業

績評価指標）を設定しています。 

人口減少対策としては、各政策の取り組みを通じて、出生数の増加及び転出超過の抑制

を図ることが特に重要となります。 

また、５つの政策分野の施策・事業の推進にあたっては、住民・地域との協働が不可欠

であることは言うまでもありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口ビジョン 

人口の現状分析 

人口動向の分析 
将来人口 

シミュレーション 

将来展望 

将来の人口規模 

（戦略人口） 

戦略人口を前提に 

描かれるまちの姿 

総合戦略 

基本戦略 

しごとを創るまちづくり 

魅力を創るまちづくり 

笑顔を創るまちづくり 

未来を守るまちづくり 

絆を創るまちづくり 

戦略人口の実現を前提にした

将来のまちの姿から、将来的

に予見・予想される様々な問

題・課題について、その対応

は、基本的には総合戦略の扱

う範疇ではありません。 

 

総合戦略は、人口ビジョンにお

いて設定された将来人口規模

（戦略人口）を達成するための

人口戦略です。 

「総合計画」は、町の最上位の計画として、総合戦略に位置づけられた取り組み（人口戦

略）はもちろんのこと、将来の人口規模等とリンクしながら予見・予想される様々な問題・

課題に対応した取り組みを含めた計画として、位置づけられることになります。 



 

4 

 

４．総合戦略の評価・検証 

総合戦略の評価・検証にあたっては、産・官・学・金・労・言といった各界の外部有識

者を含む「美浜町まち・ひと・しごと創生推進協議会」を設定し、それぞれの立場から様々

なご意見をいただきます。 

総合戦略の推進をより実効性あるものとするために、毎年度における評価・検証ととも

に、その結果を踏まえ、必要に応じた計画の見直しを行うものとします。 

そのため、基本目標やＫＰＩを評価指標としながら、ＰＤＣＡサイクルによる評価・検

証のしくみを確立します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、評価・検証の客観性・妥当性を担保するため、今後も庁内の「創生本部」を中心

に、外部有識者の参画する「美浜町まち・ひと・しごと創生推進協議会」と連携した評価・

検証体制を確立していくものとします。 

 

 

 

 

  

＜総合戦略におけるＰＤＣＡサイクル＞ 

① 総合戦略の策定 

② 施策（事業）の着実な実施 

③ 実施した施策（事業）の効果をＫＰＩ等により評価・検証 

④ 必要に応じた総合戦略の改定 

Plan

（計画）

Do

（実施）

Check

（評価）

Action

（改善）

まち・ひと・しごと 

創生本部 

（庁内組織） 

まち・ひと・しごと 

創生推進協議会 

（産・官・学・金・労・言） 

連 携 
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第２章 人口動態 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口動向 

○昭和 60 年（1985 年）の 9,042 人をピークに減少し、令和 2 年（20２０年）には 6,867

人までに減少（国勢調査） 

○この間に、年少人口比率は 20.3％から 10.１％に減少、老年人口比率（高齢化率）は 15.0％

から 37.５％に増加 

 

○近年の出生数は年間 19～36 人で推移 

○近年の合計特殊出生率は、0.93～1.6４で

推移 

○死亡数は、年間 108～146 人で推移 

○その結果、自然動態（出生数－死亡数）は年

間 76～121 人の死亡超過で推移 

 

 

 

自然動態 

○近年の転入数は、年間 193～256 人で推

移 

○転出数は、年間 254～306 人で推移 

○その結果、社会動態（転入数－転出数）は年

間 9～93 人の転出超過で推移 

 

 

 

社会動態 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口動向・構造の課題 

○今後の趨勢人口（社人研推計：２０２３年）として、令和２年（20２０年）の 6,867 人から

令和３２年（２０５０年）には 4,051 人へと減少することが見込まれる 

 

 

 

 

 

 

○少子高齢化、転出超過といった本町の人口問題に対して、長期的視点から取り組むことにより、

令和 42 年（2060年）において 5,000 人程度の人口規模を目指す 

○高齢化した人口構造を背景に、死亡数を大きく減少させることは困難と考えられ、したがって、

今後の人口政策としては、出生数の増加並びに転入促進・転出抑制が重要になってくる 

○趨勢人口としての高齢者人口は令和１２年（20３0 年）に 2,600 人程度でピークを迎える

ことが想定されるものの、総人口の減少に伴い、高齢化率（老年人口比率）は令和 32 年（2050

年）くらいまでは上昇していくことが見込まれる 
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【人口構造からの将来展望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【戦略人口の達成に向けて】 

 

令和 42年（2060年）に向けた将来展望 
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○年少人口は、今後も現状の 70％以

上の水準を維持することから、その

手段であり、対応策でもある子育て

支援へのニーズが大きく縮小する

ことは想定しづらく、今後も少子化

対策の観点からの取り組みが重要 

○消費面、生産面からその多くを担う

ことが期待される生産年齢人口に

ついては、人口規模の縮小に伴い、

現状の半分程度にまで縮小 

○高齢者人口は、令和 2 年（2020

年）をピークに減少過程に入ること

が想定されるが、高齢化率について

は令和27年（2045年）に41.0％

でピークを迎えるものと想定 

○今後は、地域における雇用の創出を

図るとともに、経済規模の縮小を抑

制するためにも生産性の向上や、労

働力人口の減少を和らげるために、

女性や高齢者の活用などについて

も力を入れていくことが重要 

○地域における雇用や本町への新しい“人の流れ”や“関係人口”を創出するとともに、出産や

子育てに関する現実と理想とのギャップを解消するための環境整備、人口減少時代に対応し

た地域社会を創り出すための取り組みを進める 

○町民が安心して暮らし続けるためにも、防災面での取り組みも充実させていく 

○こうした取り組みを通じて、本町人口の減少を可能な限り抑えることにより、地域における消

費の落ち込みを抑制し、雇用や労働力人口を確保し、地域経済・地域社会に対する人口減少の

影響を最小限に留めていく 

○美浜町の将来の姿をともに見据えつつ、地域の豊かな資源と安心・快適な暮らしを次の世代へ

と受け継いでいく 
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第３章 総合戦略の基本的考え方 

１．基本的考え方 

（１）「美浜創生総合戦略」に求められること 

「美浜町人口ビジョン」で明らかにしたように、人口減少社会を背景に本町の趨勢人口

は令和 42 年（2060年）には 3,700 人規模にまで減少することが想定されますが、こ

うした減少傾向に対して、今後、戦略的な取り組みを講じることによって、これを 5,000

人規模までの減少に抑制することが可能と考えます。 

この令和 42年（2060年）までを視野に入れた長期的なビジョンに対して、令和７年

度（202５年度）までの戦略的な取り組みを明らかにする「美浜創生総合戦略」では、上

記の状況を踏まえる中で、次の２つのことが求められることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人口減少の抑制」「人口減少への準備」という２つの視点から、「美浜創生総合戦略」

を組み立てる必要があります。 

  

◆ 人口の減少を抑えること 

◆ 人口の減少に備えること 

人口減少を抑える

人口減少に備える

8,073 
7,626 

7,164 
6,709 

6,264 
5,824 

5,391 
4,955 

4,516 
4,096 

3,703 

8,073 
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7,206 
6,849 

6,525 
6,212 

5,907 
5,617 

5,372 
5,166 5,004 
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戦略人口

趨勢人口
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（２）「美浜創生総合戦略」の基本戦略 

「美浜創生総合戦略」では、「人口減少の抑制」「人口減少への準備」のために、次の５

つの基本戦略を柱にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しごとを創るまちづくり」「魅力を創るまちづくり」「笑顔を創るまちづくり」の３つ

の基本戦略は、“人口減少の抑制”を目指した取り組み、また、「未来を守るまちづくり」

「絆を創るまちづくり」の２つの基本戦略は“人口減少への準備”のための取り組みとし

て位置づけられます。 

 

「美浜創生総合戦略」では、３つの基本戦略により“人口減少の抑制”に取り組みます

が、それは単に人口規模の縮小を抑制するためだけの取り組みではありません。人口減少

の抑制を図るプロセスにおいて、少子高齢化といった人口構造の改善を図る取り組みであ

ると同時に、にぎわいのあるまちづくりへのアプローチでもあります。 

また、２つの基本戦略により“人口減少への準備”に取り組みますが、これは人口減少

社会において予見される、空き家対策等の様々な問題・課題について、まちのあり方を含

めた長期的・構造的な問題・課題として捉え直す取り組みであると同時に、美浜町におい

ては、特に災害に対する安心・安全の確保を含めた暮らしやすいまちづくりへのアプロー

チといえます。 

 

 

  

にぎわいのあるまちづくりへのアプローチ 

 

 

 

 

暮らしやすいまちづくりへのアプローチ 

しごとを創るまちづくり 

魅力を創るまちづくり 

笑顔を創るまちづくり 

未来を守るまちづくり 

絆を創るまちづくり 

人口減少の抑制 

人口減少への準備 
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２．「美浜創生総合戦略」の体系 

こうした基本的考え方を踏まえ、「美浜創生総合戦略」は次のような体系に基づく取り

組みを進めます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本戦略 具体的施策

就業・起業への支援

産業力の強化

美浜町への移住・定住の促進

町内資源を活用した交流拡大

関係人口の創出

タウン・プロモーション

結婚への支援

出産への支援

子育てへの支援

災害時における避難体制の強化

防災力の強化

住みやすいまちづくり

町内交流の促進

高齢者の健康と安全を見守るまちづくり

第

３

次

美

浜

創

生

総

合

戦

略

基本戦略１ しごとを創るまちづくり

基本戦略５ 絆を創るまちづくり

基本戦略２ 魅力を創るまちづくり

基本戦略３ 笑顔を創るまちづくり

基本戦略４ 未来を守るまちづくり
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－美浜創生総合戦略－ 

戦 略 編 
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基本戦略１ しごとを創るまちづくり 

 

 

 

 基本戦略の方向性  

～ 町内雇用を創出するために ～ 

◇残念なことですが、美浜町を含めた多くの地方都市において、若い年齢層を中心に町外

へ転出してしまうという“ひと”の流れがあります。 

◇過去実施した「転出者アンケート」によれば、転出することになった理由として「就職」

「転職」「転勤」といった“しごと”関係が多くを占めています。 

◇今後、美浜町から町外へという“ひと”の流れを変えていくには、町内での就業の場を

増やすことが不可欠であり、また、若者の就職希望にマッチするような魅力的な就業環

境も望まれるところです。 

◇町内に魅力的で安定的な就業の場・機会を創出していき、ひとりでも多くの若者が美浜

町で働き、暮らすことを選択しやすいようなまちづくりを推進していきます。 

 

基本目標指標 
現 状 

（令和３年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

町内従業者数 1,734 人 1,700 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

しごとを創るまちづくり 

基本戦略１ 

就業・起業への支援 産業力の強化 
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 施策の展開  

（１）就業・起業への支援 

○町の主要地場産業である農業や漁業といった第一次産業は、就業者の高齢化や後継者不

足という深刻な問題を抱えています。 

○このような状況を踏まえ、第一次産業の担い手を育成することが極めて重要であるとの

認識から、新規就業への支援や町内での起業支援に取り組むことで、町内の労働市場・

就業の機会の拡大に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

新規創業・第二創業件数 0 件 
10 件 

（5 年間計） 

 

（２）産業力の強化 

○町における安定的・持続的な生産活動並びに産業の活性化には、労働力の確保を併せて、

産業そのものの特性に応じた付加価値化や生産性の向上が不可欠です。 

○こうした観点から、町内資源を活用した新たな特産品開発やブランド化等の取り組みを

通じて、美浜町産業の魅力化・強化を図っていきます。 

〇また、農産物の生産性の向上、農作業の省力化・低コスト化に向け、効率的な生産技術・

機械施設等の導入を支援するほか、技術革新を利活用したスマート農業の促進に努めま

す。 

  

〈主な事業・取り組み〉 

① 農業後継者及び新規就農者の確保対策の推進 

② 新規創業や第二創業への支援 
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ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

漁業振興事業実施地区数 1 地区 1 地区 

スマート農業導入経営体数 6 経営体 12 経営体 

〈主な事業・取り組み〉 

① 「松野菜」の一層のブランド化の促進 

② 生産性の向上、省力化・低コスト化の支援 

③ 漁業資源の維持に向けた取り組みの支援 

④ 商工業経営の安定化・活性化の促進 
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基本戦略２ ひとが集うまちづくり 

 

 

 

 基本戦略の方向性  

～ 新しいひとの流れを創出するために ～ 

◇人口減少対策として、町外からひとりでも多くの人に美浜町に移り住んでもらうための

取り組みが不可欠です。 

◇そこには、美浜町で生まれ育ち、進学・就職等を機に町外に転出した人のＵターンを促

すための取り組みも含まれます。 

◇町外に暮らす人に対して、美浜町のよさ・魅力を知ってもらうことが、こうした取り組

みの第一歩であるとの認識から、そのための手段として、まずは美浜町を訪れる人を増

やす取り組み、つまりは集客（観光）・交流にも積極的に取り組んでいくこととします。 

 

基本目標指標 
現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

転出超過人数  9 人転出超過 30 人転出超過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町内資源を 

活用した交流拡大 
関係人口の創出 

タウン・プロモーション 

魅力を創るまちづくり 

基本戦略２ 

美浜町への 

移住・定住の促進 
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 施策の展開  

（１）美浜町への移住・定住の促進 

○美浜町における近年の社会動態（転入・転出）については、転入が年間１９３～2５６

人であるのに対し、転出が年間２５４～3０６人となっており、結果として年間９～９

３人の転出超過となっています。 

○こうした転出超過状況を改善していくためには、転出抑制と転入促進の２つの方向から

のアプローチが考えられますが、このうちの転出抑制については、基本的には「第６次

美浜町長期総合計画」等に基づく様々なまちづくり施策を通じて、美浜町の魅力を高め

ることによって達成し得るものと考えます。 

○そこで、ここではもうひとつのアプローチである転入促進の観点を中心に据え、町内の

空き家を活用すること等により、美浜町への移住・定住を促進する取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

町の相談窓口を経由した転入者数 5 人 
50 人 

（5 年間計） 

 

（２）町内資源を活用した交流拡大 

○美浜町には、煙樹ヶ浜など既存の観光資源・スポットだけではなく、三尾地区における

カナダ移民の歴史など、地域それぞれの歴史と文化を背景にした多様な地域資源や自然

資源があります。 

○今後は、新たな視点から地域資源を見直し、新たな集客（観光）・交流資源として発見し

直す取り組みの他、観光地としての美浜町の魅力を広くＰＲする取り組みを進めます。 

〇また、美浜町の資源を活用した様々な体験型観光コンテンツの発掘をおこない、新たな

観光資源としてＰＲします。 

  

〈主な事業・取り組み〉 

① わかやま空き家バンクへの登録推進 

② 移住相談体制の充実 

③ 耐震改修補助事業の周知・活用促進 
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ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和 5 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

観光入込客数 41,638 人 50,000 人 

 

（３）関係人口の創出 

○美浜町の貴重な資源であるカナダ移民の歴史については、今まで大学など様々な機関が

研究の題材として扱ってきました。 

○今後は、美浜町の特色ある資源を活用し、町外の団体や美浜町に興味を持ってくれる

人々との連携を進めることにより、関係人口の創出を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

他団体との連携件数 3 件 3 件 

 

（４）タウン・プロモーション 

○美浜町が“訪れてみたい町”“住んでみたい町”となるために、美浜町の個々の資源を活

用した取り組みはとても重要ですが、町全体のイメージを確立し、そのイメージや町の

姿をより多くの人に知ってもらうことがとても重要になってきます。 

○そうした観点から、美浜町の特色を活かしたまちづくりを推進するとともに、美浜町そ

のものや美浜町の魅力的なまちづくりについて多くの人に認知してもらうためのタウ

ン・プロモーションに取り組みます。 

 

〈主な事業・取り組み〉 

① 体験型観光コンテンツの発掘・ＰＲ 

② 既存観光コンテンツのブラッシュアップ及びＰＲ強化 

〈主な事業・取り組み〉 

① カナダ移民の歴史を活用した他団体との連携強化 

② その他町内資源を活用した他団体との連携強化 

② 休耕地利用によるひまわり畑の拡大 
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ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和６年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

ホームページ等の閲覧件数 15,785 件／月  18,000／月 

  

〈主な事業・取り組み〉 

① 美浜町の特色を活かしたまちづくり 

② 施策やまちの魅力の町外へのＰＲ強化 
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基本戦略３ 次代を担うまちづくり 

 

 

 

 基本戦略の方向性  

～ 子どもの笑顔を創出するために ～ 

◇我が国の人口問題は、単に人口減少という人口規模の問題であるだけではなく、少子高

齢化といった人口構造の問題でもあり、これは美浜町においても例外ではありません。 

◇将来推計（趨勢人口）では、美浜町の年少人口（0～14 歳）は令和 42 年には 300 人

を下回り、総人口に占める年少人口比率は 8％以下となることが想定されています。 

◇美浜町では、こうした状況を踏まえ、総合戦略の意義を単に人口減少の抑制として捉え

るのではなく、少子高齢化といった人口構造を改善していくためのチャンスとして認識

し、そのための取り組みを進めることとします。 

◇我が国では、結婚していない女性の出産は極めて少ない（2％程度）状況があることか

ら、出産数を増やすためにはその前提として結婚を増やしていく取り組みも不可欠とな

るため、これも併せて実施するものです。 

 

基本目標指標 
現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

合計特殊出生率 1.03 1.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

笑顔を創るまちづくり 

基本戦略３ 

結婚への支援 

出産への支援 子育てへの支援 
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 施策の展開  

（１）結婚への支援 

○ライフスタイルや価値観の多様化等を背景に、晩婚化・非婚化が進んでいる状況の中、

近年では、非正規雇用の拡大等の影響で安定収入の確保が困難であったり、異性との出

会いが少ない等を理由に、結婚したいにも関わらず、結婚ができない若者が増えている

と言われています。 

○今後は、関係機関や団体などで行う各種婚活イベントに関する情報提供など、結婚を支

援する取り組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和５年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

婚姻件数 20 件 
100 件 

（5 年間計） 

 

（２）出産への支援 

○美浜町の合計特殊出生率は、令和６年に 1.０３（人口動態調査及び住民基本台帳により

独自算出）となっており、全国水準 1.１５、和歌山県水準 1.２４よりは低い水準にあり

ます。 

○人口の安定的な維持のためには、人口置換水準といわれる 2.07 の合計特殊出生率が必

要ですが、これに比べると低い水準となっていることの原因として、町内の 15～49 歳

の女性人数が少ないこと等が挙げられ、こうした低水準の合計特殊出生率が続くと今後

ますます少子化が加速的に進行することが想定されます。 

○こうした状況を踏まえ、出産に対する希望の実現に向けた取り組みを進めます。 

  

〈主な事業・取り組み〉 

① 婚活イベントに関する情報提供 
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ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

出生数 19 人 
150 人 

（5 年間計） 

 

（３）子育てへの支援 

○美浜町は町立のこども園を擁する等、これまでも子育て支援に力を入れてきた他、現在

は令和７年度から令和１１年度までの５年間を計画期間とした「第３期美浜町子ども・

子育て支援事業計画」に基づく取り組みを進めているところです。 

○子育て支援は、安心して子育てができる環境を整えること等を通じて、現役の子育て世

代の子育てに対する負担感を軽減することの他に、そうした良好な子育て環境が準備さ

れていることへの安心感を醸成し、ひいては出産数の増加に結びつくことまでが期待さ

れるものです。 

○今後は、子育て支援のこうした総合的な効果までを視野に入れながら、既存の資源・施

設を活用した環境整備等、新たな取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和６年度） 

目 標 

（令和１２年度） 

保育所等待機児童数 0 人 0 人 

  

〈主な事業・取り組み〉 

① 不妊治療に対する助成 

② 出産に対する助成 

 

〈主な事業・取り組み〉 

① 地域の子育て支援体制の充実 

② 就学前教育の充実 

③ すべての親子に対する支援の実施 
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基本戦略４ 未来を守るまちづくり 

 

 

 

 基本戦略の方向性  

～ 災害に対する安心・安全を創出するために ～ 

◇東日本大震災以降、津波による被害の大きさや恐ろしさが再認識される中、煙樹ヶ浜砂

州により太平洋に面する美浜町にとって、最も警戒を要する災害は津波被害を伴う海溝

型大規模地震であり、南海トラフ地震が今後 30 年以内に発生する確率が６０～９0％

程度以上と言われています。 

◇こうした状況の中、東日本大震災における津波避難の知見等を活かし、地震災害時にお

ける避難のしくみづくり等の取り組みを進めています。 

◇こうした災害に対する防災・減災の取り組みは、美浜町に暮らす住民一人ひとりの安心

と安全を創出し、ふるさと美浜町やそこに暮らすすべての住民の未来を守るまちづくり

であるとともに、こうした認識を住民みんなで共有化することも重要です。 

◇今後は、津波災害等を想定した防災環境の整備等について、重点的な取り組みを進めま

す。 

 

基本目標指標 
現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

防災訓練参加者数 2,151 人  1,850 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

未来を守るまちづくり 

基本戦略４ 

災害時における 

避難体制の強化 

防災力の強化 
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 施策の展開  

（１）災害時における避難体制の強化 

○海溝型大規模地震による津波災害に対する安心・安全体制の構築・強化は、臨海の町と

しての喫緊の課題といえます。 

○これまでの取り組みを踏まえつつ、今後も災害時における安心と安全を確保するための

避難体制の強化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

防災協定締結件数 49 件 60 件 

 

（２）防災力の強化 

○災害時における被害を最小限に留めるためには、地域における災害対策への認識と組織

の力が不可欠であることを踏まえつつ、今後も地域における自主防災組織等の強化を図

るとともに、住宅の耐震化を促進する取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

防災士資格取得人数 43 人 60 人 

 

 

〈主な事業・取り組み〉 

① 津波避難場所の整備 

② 防災協定の推進 

③  

〈主な事業・取り組み〉 

① 防災士取得の促進 

② 耐震改修補助事業の周知・活用促進（再掲） 

③ 耐震基準を満たさない住居に対する解体の促進 
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基本戦略５ 地域を見つめるまちづくり 

 

 

 

 

 基本戦略の方向性  

～ 時代にあった地域を創出するために ～ 

◇人口が減少していくにつれ、地域の人口密度は徐々に低下していくことになりますが、

それは地域に暮らす人と人との物理的な距離が離れていくことでもあります。 

◇こうした理解の上で、人口減少社会における地域の暮らしや地域のあり方を考えるとき、

地域に暮らす住民同士の結びつきやつながりがこれまで以上に重要になってくること

は想像に難くありません。 

◇地域における人と人との結びつきやつながりを育てていくために、美浜町では、地域に

おけるコミュニティを活性化し、これまで以上に元気なコミュニティに育てていく取り

組みを推進します。 

◇併せて、人口減少社会での地域が今以上に暮らしやすい環境となるよう、今後の増加が

想定される空き家対策にも取り組んでいきます。 

 

基本目標指標 
現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

コミュニティ助成事業活用件数 2 件 
8 件 

（5 年間計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町内交流の促進 
高齢者の健康と安全を 

見守るまちづくり 

住みやすいまちづくり 

絆を創るまちづくり 

基本戦略５ 
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 施策の展開  

（１）住みやすいまちづくり 

○人口減少社会を見据えると、今後はますます空き家が増えることや高齢者を支える身近

な家族や近所の人が減少していくこと等が危惧されます。 

○こうした観点から、良好な住環境を阻害する要因ともなりかねない空き家や危険家屋等

への対策に取り組み、誰もが安心して暮らせる住みやすいまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

公有財産の適正化 2 件 
10 件 

（５年間計） 

 

（２）町内交流の促進 

○住み慣れた地域における人と人とのつながりや住民同士の支え合い等、地域のコミュニ

ティのもつ地域力を強化していくことが、人口減少社会においては不可欠であると考え

ます。 

○こうした認識を踏まえ、地域に暮らす住民同士の交流機能やコミュニティ活動拠点機能

を担うような身近な“場”の創出に取り組む等、コミュニティの強化を図りながら、町

内の住民同士の交流を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

地域共生社会の実現に向けた第２層

協議体数 
16 協議体 18 協議体 

〈主な事業・取り組み〉 

① 美浜町空家等対策計画の推進 

〈主な事業・取り組み〉 

① 町民同士の交流機会の充実やボランティア活動の活性化 

② 老人クラブ活動や学習活動、世代間交流活動等の支援 
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（３）高齢者の健康と安全を見守るまちづくり 

○高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気に安心して暮らせるようなまちであること

は、人口減少社会において、これまで以上に重要な視点になるものと考えられます。 

○そのためには、日頃から「自分の健康は自分で守り、つくる」という生涯を通じた住民

一人ひとりの健康づくりの意識を高めるとともに、地域においてはひとり暮らしの高齢

者等への目配りや安否確認が行えるような環境づくり・しくみづくりに取り組んでいき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＰＩ 

（重要業績評価指標） 

現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

要支援・要介護認定を受けていない

高齢者の割合 
81.3％ 83.0％ 

 

 

〈主な事業・取り組み〉 

① 高齢者福祉サービスの提供 

② 認知症対策の推進 

③ 地域ぐるみの見守り体制の構築 


